
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年第１２回（１２月）  

 

農業委員会総会議事録  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉富町農業委員会 

 

 

 

 

 



１．日時及び場所   平成２４年１２月１０日（月） 

開 会１０時００分 閉 会１０時３０分 

 

２．開催場所     吉富フォーユー会館３階会議室 

 

３．出席委員 

委員の定数     １５名 

   出席委員数     １５名 

   欠席委員数      ０名 

出席委員の氏名  

是木 輝義 

瀬口 勝美 

和才 直俊 

岡 万寿夫 

土屋 豊一 

守口 正典 

高原 孝幸 

奥家 信弘 

賀部 正直 

豊田 和義 

石丸 茂信 

矢頭 道雄 

恒成 一治 

若山 清敏 

是木 則幸 

 

欠席委員の氏名  なし 

 

４．付議事項 

  議案第２４号 農地の賃貸借情報の公表について 

                            1 件 

 議案第２５号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

                            1 件 

報 告 事 項 農地法第５条の規定による許可の取消申請について 

                           １件 

 

５．農業委員会事務局職員 

   事務局長  桝 秀治 

事務局職員 和才 薫 

 

６．会議の概要 

 

事務局長  委員の皆さんおはようございます。ただ今より平成２４年第１２

回総会を開催いたします。本年最後の総会となりますが、よろしく

お願いいたします。 

それでは、開会に先立ちまして是木会長よりご挨拶をお願いいた

します。 

会 長   委員のみなさんおはようございます 

      それなりの季節となってまいりました。本日はお寒い中ご出席いた

だきありがとうございます。 



 

ただいまから平成２４年第１２回総会を開催いたします。最初に本

日の議事録署名人として高原委員と奥家委員のお二人を指名いたしま

す。それでは「議案第２４号 農地の賃借料情報の公表について」を

上程いたします。事務局より説明をお願いします。 

 事務局   「議案第２４号 農地の賃借料情報の公表について」を説明します。

１ページからをご覧ください。この案件は、農地法第５条の規定によ

り、農地の賃借料情報を提供する必要があるため、平成２４年１月か

ら１１月までに締結された賃貸借における賃借料水準を公表するもの

で、役場前掲示板への公告、２月号広報、及び町ホームページへの掲

載を予定しています。 

（公告内容、広報掲載文を資料に沿い朗読） 

以上、よろしくご審議願います。 

会 長   事務局より説明がありました。ただ今より質疑を受けたいと思いま

す。発言のある方は挙手お願いします 

矢頭委員  戸別に回覧はしないのですか？ 

事務局   ２月号広報、間に合えば１月号広報掲載を予定していますので、回

覧は予定していません。 

若山委員  昨年と比較し金額等変わっていますか？ 

事務局   （昨年度の値を報告） 

大きな変化値は現金では平均が１反当たり６，７００円から８，４

００円へ最低が２，０００円から４，９００円へ、物納では平均が米

０．７俵から０．６俵へ、最高額で米２俵から米１俵となっています。

年間件数が１３０件程度で内賃貸借は今年で２９件と少ないため、高

い方や低い方が数人いると年々で実績は変動します。 

若山委員  過去からの平均を出しているわけではないんですね。それだと対象

件数が少なく、年々の変化が大きく本来の水準がわかりづらいよね。

可能なら現在契約している全件を対象とした水準がわかるとよい。難

しいなら過去５年間とか区切っても良いので。 

事務局   毎年の契約情報は最新状況として公表する必要はあるんですが、全

体の状況もわかった方がより良いとは思いますので、来年の公表に向

け検討してみます。 

会 長   他に何かございませんか、ございませんようでしたら、議案第２４

号については承認することにご異議はござませんか。 

各委員   異議なしの声あり 

会 長   では、議案第２４号に関しましては承認することと決します。 

次に、「議案第２５号 農地法第４条の規定による許可申請について」

です。事務局より内容の説明をお願いいたします。 

  事務局  「議案第２５号 農地法第４条の規定による許可申請について」を

説明します。資料の４ページからをご覧ください。この案件は、申請

者が自分の農地に太陽光発電パネルを設置するための転用許可申請で

す。 

資料内容を朗読します。 



 

 

申請農地の表示、転用理由等 

大字幸子〇〇〇番〇 田 １，２３６㎡、 

太陽光発電パネル１０８枚設置 ３１．８６ｋｗ発電用 

所有者 ：Ｙ．Ｋ 

耕作者 ：Ｙ．Ｋ 

申請人 ：豊前市大字〇〇 〇〇〇番地 Ｙ．Ｋ 

      転用目的実現の確実性 

        自己資金、一部借入金（妻よりの融資証明付） 

      付近農地被害の有無 

無し（隣接農地の承諾あり） 

      排水処理・し尿処理方法 

        雨水排水のみ該当、周囲に１５０型 U 字溝を設置し隣接町道側溝

を経由し水路へ排水、排水放流同意書添付 

地元幸子古地区農業委員 

賀部 正直 

      農地区分 

       周囲の大半をアパート等の宅地、また、白地農地、道路に

囲まれた農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性

の低い「その他の農地」と判断され農地区分の適用規定の第２ー

１ー（１）ーカー（ア）に該当し、第２種要件の農地であると判断され

ます。 

よろしくご審議願います。 

会 長   それでは、地元委員の賀部委員に現地の状況などの説明をお願いし

ます。 

賀部委員  ただ今説明があった通りでが、隣地農地も影響はなく生活排水も出

ませんので、大きな問題は無いと思っています。 

会 長   ありがとうございました。皆様方より議案第２５号について何か質

疑はございますか。吉富町ではこの太陽光発電のための転用申請は初

めてだと思いますが。 

賀部委員  隣の上毛町や中津市に行くとこれよりもっと規模の大きいところの

計画が進行中のようです。産業用とすれば今回の案件は小規模となる

ようです。 

会 長   このパネルの高さはどれぐらいなんでしょうか、日照の影響はある

んでしょうか、住宅の上にある物のように高くは無いようですね。 

賀部委員  大体、一般的にはこのパネルの高さの２．５倍位の陰が出来るそう

なんですが、その範囲内には特に問題はないと思われます。 

恒成委員  これは反射光はどの程度あるんでしょうか。 

賀部委員  場所によっては影響があるそうですが、ここは横に県道が走ってい

ますが今回の案件はその影響も無いと思われます。 

      それと、フェンスはしっかり設置してもらったほうがいいです。 

会 長   原発はあやふやになっていますし、全国的にもこの太陽光は注目さ



 

れているようです。 

賀部委員  そういうことから果樹園跡地に設置したり、工業団地でボツになっ

たところなどに増えているようです。 

（他に質疑なし） 

会 長   ございませんようでしたら、議案第２５号については承認すること

にご異議はござませんか。 

各委員   異議なしの声あり 

会 長   では、議案第２５号に関しましては承認することと決します。 

 次に報告事項として「農地法第５条の規定による許可の取消申請

について」であります。事務局より説明をお願いいたします。 

事務局   「農地法第５条の規定による許可の取消申請について」ですが、こ

れは９月に本委員会にて個人住宅建設目的の５条許可申請を審議し、

県知事の許可までを得た案件について、１３ページの取消願にありま

すように、「申請時に想定していなかった地盤改良若しくは杭打ち工

事を行う為の費用が百数十万かかるため、自己資金計画が困難となっ

た」という事で他の場所を探すので許可を取消して欲しいとのことで

す。１４ページに当時の申請書の写しを添付しています。（申請情報

朗読）この案件は、既に県へ許可書の返却と併せ進達し、県より申請

者へ１１月２０日付けにて受理通知が出されていますので、今回報告

させていただきました。 

会 長   この件に関しましては、報告事項ということですが、皆様方よりな

にか質疑はございますか。 

（質疑なし） 

会 長   では、その他として事務局から何かありますか 

事務局   はい、配布物があります。 

１つは、来年の委員活動日誌です。１月から従前どおり手順にて新

しい日誌を活用してください。もう１つは農業委員手帳を委員証明の

公印付きで配布していますので、農地パトロール等での身分証明証と

して、また、関連法令等も載っていますので活用ください。以上です。 

会 長   委員の皆さん、その他何かございますか。 

       （特になし） 

特になければ次回総会の日程ですが、事務局お願いします 

事務局   １月は農業委員選挙人名簿の審査等もあり例年少し時期を延ばして

開催しています。来月は予定どおり１月１８日（金）１０：００から

当会場を提案しますがどうでしょうか。 

各委員   異議なし 

会 長   それでは、これをもちまして委員会を終了いたします。皆様、お疲

れ様でした。 

 

１０時３０分 閉会 


